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九州⼤学  取引 関  留意事項 
 

 九州⼤学  取引 関   下記    留意事項  知        理解  協⼒  願 申 上     
 
① 契約条件について 

本学との取引に当たっては、国⽴⼤学法⼈九州⼤学契約事務取扱規程 国⽴⼤学法⼈九州⼤学契約事務取扱要領及 各
契約基準（物品供給契約基準、役務請負契約基準、製造請負契約基準及び⼯事請負契約基準）を遵守して頂くことが条件と
なっていますので、事前に内容をご確認ください。 

② 納品書などの書類の⽇付の記載について 
⾒積書 納品書及 請求書  本学 提出  書類   必 ⽇付  記⼊ください。 
   ⼿書  ⽇付 不正 疑       可能な限り印字してください。 

③ 発注について 
発注は、原則として契約担当部署の事務職員 ⾏     
ただし、１契約 50 万円未満の契約については、教員・研究者による発注を認めている場合があります。教員・研究者から１契約

50 万円以上の発注や意図的に 1 契約を複数の契約に分割した発注があった場合は、契約担当部署にご相談願います。 
④ 納品について 

納品の検査（検収）は、発注者でなく、原則として事務⽀援・環境保全センター（検収グループ）⼜は契約担当部署の事務職
員 ⾏   。 

納品に当たっては、当該キャンパスの事務⽀援・環境保全センター等に納品物と納品書をお持ち込み頂き、納品書に検収印を受
けてから、納品場所（研究室等）に納品       未検収物品      代⾦ ⽀払           注意      

平成 29 年 1 ⽉   納品物品 持 帰  反復使⽤ 防⽌        やドラムなど複合機・プリンター関連の⾼額消耗品に
ついて、検収時に、油性ペン等で外箱にマーキングを実施します。納⼊者の責により返品・交換の必要が⽣じた場合には、マーキングさ
     理由 拒   はできませんので、⼗分確認の上、検収を受けていただきますようお願いします。 

⑤ 理解度       について 
事務⽀援 環境保全        納品 検査（検収） 際  受注 納品 関         理解度    テストを定

期的に実施します。数問 簡単          協⼒         願      
理解不⼗分 判断   場合  社内    従業員教育等  願          。 

⑥ 取引停⽌について 
次 ⾏為      場合 本学要領 基  取引停⽌ 措置 ⾏     

・贈賄、独占禁⽌法違反、談合 
・契約辞退 粗雑 契約履⾏ 契約違反 不正⼜ 不誠実 ⾏為 

また、万⼀、本学職員  不正 不適切 取引（架空 発注 虚偽 書類 作成  ） 要請    場合  、決して引き
受けず、契約担当部署までご相談ください。本学職員の要請に基づいたも       不正 不適切 取引 関与  業者 対 
ては、厳正に対処します。ただし、本学  取引    ⾏   過去 不正取引    ⾃⼰申告 した場合には、情状を考慮し、
取引停⽌期間 減免 ⾏          

なお、平成 28 年 9 ⽉   取引停⽌期間 ⻑期化（最⻑：9 ⽉→24 ⽉）しました     以上 不正 不適切 取引 関
与      留意願     

⑦ 不正 不適切使⽤情報 通報     
不正 不適切使⽤情報 通報  次     受 付       

＜通報窓⼝＞ 
 九州⼤学監査室 

   〒819-0395  福岡市⻄区元岡７４４番地 
    TEL ０９２－８０２－６６４８  ※電話対応 9:00 17:00（⼟曜⽇ ⽇曜⽇ 祝⽇及 年末年始 除 ） 
    e-mail tuho@jimu.kyusyu-u.ac.jp 

⑧ その他について 
会計検査院の会計実地検査や本学の内部監査、その他調査等に伴い、取引帳簿の閲覧や提出、取引に関するアンケート等を

依頼              際 速    協⼒    ますよう、よろしくお願いいたします。 
 
九州⼤学  取引 関  留意事項 国⽴⼤学法⼈九州⼤学契約事務取扱規程及 契約基準等  必要 応 変更     
あります。最新のものは、九州⼤学⼀般競争情報公開システム(https://chotatsu.jimu.kyushu-u.ac.jp)に掲載しています
ので、適宜ご確認ください。 
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